
 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

 

セカンドオピニオンを希望される患者さまへ 
 

患者さまは自己に対する医療行為に対し、必要と考える場合は、いつで

も同一医療機関の別の医療従事者、あるいは他の医療機関の医療従事者

からの意見を求めることができます。 

【手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和7年6月 

倉光病院 理事長 

Information 

患者さまからの申し出 

（医師、看護師または他の職種の職員が相談を受けた場合） 

主治医へ報告 

主治医よりほか医師又は他医療機関医師との相互間評価を依頼 

＊他医療機関を受診して頂かなかければならない場合があります。 

診 察 医師の相互間評価 

患者さまへ説明 


